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 通所介護重要事項説明書 

 
＜令和 6 年 4 月 1 日現在＞ 

 

１．通所介護事業者（法人）の概要 

  
 名称・法人種別      株式会社のもと 

  
 代表者名         代表取締役 野本 利明 

 
 住所           兵庫県たつの市御津町黒崎２６８ 

 
 電話           ０７９－３２２－０９３０ 

 
 ＦＡＸ          ０７９－３２２－０９３２ 

 

２．事業所の概要 

 
（１）事業所名称等 

  
事業所名         株式会社のもと デイサービス綾部山荘 

 
 事業所番号        ２８７４１００５６９ 

 
 管理者          野本 昌子 

 
 所在地          兵庫県たつの市御津町黒崎１６５８－１ 

 
 ＴＥＬ          ０７９－３２２－８８７８ 

 
 ＦＡＸ          ０７９－３２２－８８７７ 

 
 利用定員         月～金曜日 ３５名 
              土曜日   １０名 



（２）事業所の職員体制 
 従業員の職種と人数 
管理者      常勤（訪問介護管理者兼務）   1 名 
看護職員     常勤（機能訓練指導員兼務）   1 名 
生活相談員    常勤              1 名 
介護職員                     4 名 

 
（３）事業の実施地域 
 たつの市御津町、揖保川町、揖保郡太子町、姫路市網干区、大津区 
 勝原区、余部区、広畑区 

＊ 上記以外でもご希望の方はご相談ください。 

 
（４）営業日     月曜日から土曜日 
   営業時間    ９：２０～１６：３０ 
   営業しない日  日曜日・祝日・年末年始 
            （１２月３０日から１月３日まで） 

 

３．サービスの内容及び費用 

（１） 介護保険給付対象サービスの内容 
①生活指導（相談援助等） 

  ②機能訓練（日常動作訓練）   
  ③介護サービス 
  ④介護方法の指導 
  ⑤健康状態の確認 
  ⑥送迎 
  ⑦給食サービス         

⑧入浴サービス  
⑨その他利用者に対する便宜の提供 

 
食事     栄養士のたてる献立表により、栄養と利用者の身体状況に 
       配慮した食事を提供します。 
       食事サービスの利用は任意です。 
入浴     入浴又は清拭を行います。車椅子をご利用の方も可能です。 
       入浴サービスは任意です。 
排泄     利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、排泄の



自立についても適切な援助を行います。 
機能訓練   機能訓練指導員により利用者の状況に適した機能訓練を行い、

身体機能の低下を防止するよう努めます。 
＜当施設の保有するリハビリ器具＞ 
 歩行器        ２台 
 車椅子        ５台 
 平行棒        １台 
 自動自転車こぎ    １台 
 自力自転車こぎ    １台 
 昇降台        １台 

 
生活指導   利用者の生活面での指導・援助を行います。 
健康チェック 血圧測定等利用者の全身状態の把握を行います。 
相談及び援助 利用者とその家族からのご相談に応じます。 
送迎     ご自宅から施設までの送迎を行います。送迎サービスの利用は

任意です。 

 
費用 
介護保険の適用がある場合は、原則として料金表の利用料金の１割もしく 
は２割(介護保険負担割合証に基づきます)が利用者の負担額となります。 
負担額については、別紙ご参照下さい。 

 
① 料金算定の基本となる時間は、実際にサービス提供に要した時間では 

なく、居宅介護サービス計画に定められたサービスにかかる標準的な時

間を基準とします。 
② 介護保険での給付の範囲を超えたサービス利用の料金は、事業者が別に

設定し、全額が利用者の自己負担となりますのでご相談下さい。 
③ 介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保

険給付が行われない場合があります。その場合、お客様は料金表の利用

料金全額をお支払い下さい。利用料のお支払いと引き換えにサービス提

供証明書と領収書を発行します。 

 
（２） 介護保険給付対象外サービス 
  ○通常要する時間を越えるサービス 
   お客様の希望により、通常提供する通所介護サービスの所要時間を越え

てサービスを提供する場合は、該当する所要時間の利用料から通常要する



所要時間の利用料を差し引いた額に５０円から１００円を加算し負担して

いただきます。 
  ○その他 
   ①食材料費  食事サービスを受ける方は、材料費の実費が必要となり

ます（８００円）。 
   ②紙パンツ代  紙パンツを使用する方は、紙パンツ代の実費が必要と

なります（紙パンツ１００円、パット５０円）。ご家庭の

方で用意されても結構です。 
  ○事業の実施地域外の送迎費 
   ２－（３）の事業の実施地域以外の地域にお住まいの方は、送迎費の 
   実費が必要となります 
  ○その他の費用 
   提供される通所介護サービスの中で、日常生活においても通常必要と 
   なるものに係る費用であって、お客様に負担させることが適当と認めら 
   れる費用は、お客様の負担となります。 
  ○キャンセル料 
   お客様の都合により、サービスをキャンセルする場合は、当日のＡＭ 
   ８：３０までにご連絡下さい。ＡＭ８：３０以降の連絡につきましては、 
   キャンセル料として、食事代の￥８００をお支払いいただきます。 

 
（３）利用料のお支払い方法 
  毎月１５日までに前月分の請求をいたしますので、自動口座引き落としか、 
  集金にてお支払い下さい。 
    ＊入金確認後、領収証を発行します。 

 

４．事業所の特色等 

（１）事業所の目的 
 事業所の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定

め、事業所の生活相談員その他の従業者（以下「介護職員等」という。）が要介

護状態にある高齢者（以下「要介護者」という。）に対し、適正な通所介護を提

供することを目的とする。 
（２）運営方針 
 事業所の介護職員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能

力に応じ自立した日常生活ができるよう、必要な日常生活の世話及び機能訓練



を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利

用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。 
（３） その他 
  ○通所介護計画の作成及び事後評価 
  当事業所の管理者が、お客様の直面している課題等を評価し、お客様の希

望を踏まえて通所介護計画を作成します。また、サービス提供の目標の達

成状況等を評価し、その結果を書面に記載してお客様に説明の上交付しま

す。 
  ○従業員研修 
  年２回、事業所内の研修を行っています。又、事業所外研修は、その内容

に応じて適宜参加いたします。 

 

５．サービス内容に関する苦情等相談窓口 

 ○当事業所お客様相談室 
  窓口責任者    管理者  野本 昌子 
  利用時間     ８：００～１７：３０ 
  利用方法     電話  ０７９－３２２－８８７８ 
           面接  当事業所１階相談室 
          苦情箱  玄関に設置 

 
 ○たつの市御津総合支所 地域振興課 
    住所   たつの市御津町苅屋３５６－１ 
    電話   ０７９－３２２－１４５１ 
○西播磨県民局 龍野健康福祉事務所 監査指導課 
   住所   たつの市龍野富永１３１１－３ 
   電話   ０７９－１６３－３７１１ 

 ○たつの市役所 高年福祉課 
住所   たつの市龍野町富永１００５－１ 
電話   ０７９－１６４－３１５５ 

 ○姫路市役所 介護保険課 
住所   姫路市安田４丁目１番地  
電話   ０７９－２２１－２８５３ 

 ○揖保郡太子町役場 高年介護課 
   住所   太子町鵤２８０番地１ 
   電話   ０７９－２７６―６７１５ 



○兵庫県国民健康保険団体連合会 
    住所   神戸市中央区三宮町１－９－１－１８０１ 
    電話   ０７８－３３２－５６０１ 

 

６. 緊急時における対応方法 

 サービス提供中に病状の急変があった場合は、速やかにお客様の主治医、 
救急隊、緊急時連絡先（ご家族等）、居宅サービス計画を作成した居宅介護支援 
事業者等へ連絡します。 
 ○主治医 

   
病院名 

  所在地 
  氏名 

電話番号 

  
○緊急時連絡先（家族等） 

   
氏名（続柄） 

  住所 
  電話番号 

 

７．非常災害時の対策 

 非常時の対応    別途定める消防計画にのっとり対応を行います。 

 
 避難訓練及び防災設備 
          別途定める消防計画にのっとり、年２回避難訓練を行い

ます。 
設備名称     たつの消防本部直通電話設置 

  個数等                  
 屋内消火栓      あり 
 自動火災報知器    あり 
 ガス漏れ探知機    あり 
 誘導等        ５か所 



カーテン、布団等は防炎性能のあるものを使用しています。 
 防火管理者：野本 昌子 

 

８．サービス利用にあたっての留意事項 

 ○施設内の設備や器具は本来の用法に従ってご利用下さい。これに反したご

利用により、破損等が生じた場合、弁償していただく場合があります。 
 ○決められた場所以外での喫煙はご遠慮下さい。 
 ○他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮下さい。 
 ○所持金品は、自己の責任で管理して下さい。 
 ○施設内での他の利用者に対する執拗な宗教活動及び政治活動はご遠慮下さ

い。 
 〇サービス利用契約中のハラスメント行為などにより、健全な信頼関係を築

くことができないと判断した場合は、サービス中止や契約を解除すること

もあります。（叩く・蹴る・暴言で威嚇する・怒鳴る・身体を押さえつける・

性的な発言や行動をする・叫ぶなど） 

 

９．重要事項の変更 

 重要事項説明書に記載した内容に変更が生じた場合には書類を交付し、 
利用者にその内容を口頭で説明します。 

 

１０．記録の保管 

通所介護サービス提供するにあたり、記録を整備し、その完結の日から５年

年間保存します。 

 
 

 


